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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成27年1月29日(2015.1.29)

【公開番号】特開2013-203572(P2013-203572A)
【公開日】平成25年10月7日(2013.10.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-055
【出願番号】特願2012-72862(P2012-72862)
【国際特許分類】
   Ｃ０４Ｂ  37/00     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  38/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  39/20     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  46/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/022    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０４Ｂ  37/00    　　　Ａ
   Ｃ０４Ｂ  38/00    ３０４Ｚ
   Ｃ０４Ｂ  38/00    ３０３Ｚ
   Ｂ０１Ｄ  39/20    　　　Ｄ
   Ｂ０１Ｄ  46/00    ３０２　
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ３０１Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月8日(2014.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のハニカムセグメントが接合材層を介して互いの接合面で一体的に接合されたハニ
カムセグメント接合体を備え、流体の流路となる複数のセルが中心軸方向に互いに並行す
るように配設された構造を有するハニカム構造体であって、
　前記接合材層が骨材として無機粒子とショット含有率が１０質量％未満の針状結晶粒子
とを含有し、かつ針状結晶粒子がその長軸方向の平均長さが２０～５００μｍのものが８
０質量％以上であるハニカム構造体。
【請求項２】
　接合材層に骨材として使用する無機粒子が、炭化珪素（ＳｉＣ）、コージェライト、ア
ルミナ、ジルコニアおよびイットリアからなる群から選ばれる１種又は２種以上の無機粒
子である請求項１に記載のハニカム構造体。
【請求項３】
　前記無機粒子が、その平均粒子径が１～２０μｍである請求項１又は２に記載のハニカ
ム構造体。
【請求項４】
　接合材層に骨材として使用する針状結晶粒子が、天然針状鉱物又はショット含有率が１
０質量％未満の無機繊維のいずれかである請求項１～３のいずれか１項に記載のハニカム
構造体。
【請求項５】
　前記天然針状鉱物が、セピオライト、ウォラストナイト、パリゴスカイト、及びアタパ
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ルジャイトからなる群から選ばれる１種又は２種以上の針状鉱物である請求項４に記載の
ハニカム構造体。
【請求項６】
　前記針状結晶粒子が、その長軸方向に垂直な断面の平均直径が１～２０μｍである請求
項１～５のいずれか１項に記載のハニカム構造体。
【請求項７】
　接合材層における前記無機粒子と針状結晶粒子の比率が、質量比で１０：９０～９０：
１０の範囲にある請求項１～６のいずれか１項に記載のハニカム構造体。
【請求項８】
　前記接合材層のヤング率が２０～１００ＭＰａの範囲にある請求項１～７のいずれか１
項に記載のハニカム構造体。
【請求項９】
　前記接合材層の接合強度が５００～１５００ｋＰａの範囲にある請求項１～８のいずれ
か１項に記載のハニカム構造体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
（５）前記天然針状鉱物が、セピオライト、ウォラストナイト、パリゴスカイト、及びア
タパルジャイトからなる群から選ばれる１種又は２種以上の針状鉱物である前記（４）に
記載のハニカム構造体。
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